
J
シ
ーー
ノ
ト

用
ひ
た
若
付
で
、
平
製
斗
目
・緑
町
民
斗
悶
・無
地
内
訳
斗

自
の
種
類
が
あ
る
。
原
地
の
紛
で
、
緑
色
に
染
め
、

五
ヮ
既
に
家
紋
を
む
け
、
腰
廻
り
及
び
扶
を
白
〈
し

た
申
に
別
色
の
総
交
ぜ
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
無

地
町
民
斗
-
同
で
は
そ
の
級
交
ぜ
が
な
い
。

ノ
ジ
リ
ゴ
ト
ウ
ダ

野
尻
後
藤
太

大
型
寺
滞
士
。

字
は
子
春
、協
は
策
滋

omは
杉
山
政
史
の
次
男
で
、

和
総
の
間
半
に
透
し
た
。
野
尻
氏
は
滞
組
前
凶
利
治
以

来
の
家
柄
で
、
初
代
は
四
百
石
を
食
み
、
子
M
m
代
々

滞
政
に
嘗
興
し
た
が
、
後
際
太
の
時
は
二
百
七
十
一ね

で
あ
っ
た
。
文
政
五
年
十
二
且
五
十
七
践
を
以
て
授
。

ノ
ジ
リ
ナ
ホ
ヒ
ロ

野
尻
直

啓

沼

務

次
郎
左
衛

門

・
四
郎
左
衛
門
。
問
中
知
到
に
和
献
を

maん
で
、

そ
の
箭
却
で
あ
っ
た
。
明
和
七
年
知
似
の
越
中
五
ケ

山
に
枕
さ
れ
る
や
、
滞
そ
の
厳
密
を
悉
く
直
幹
に
典

へ
た
の
で
、
爾
後
問
中
氏
に
代
っ
て
駄
思
の
午
耳
を

執
っ
た
。
直
暦
は
本
組
奥
力
に
臨
し
、
百
五
十
石
を

領
し
た
が
、
天
明
一
均
年
十
MM
組
外
に
陀
り
、
寛
政
の

何
回
目
小
校
の
倣
信
教
師
と
な
り
、
文
化
八
年
十

H
五
十

石
を
加
へ
、
サ
四
年
波
し
た
。

ノ
シ
ロ

野

代

石

川
郡
杭
江
沼
に
印
刷
す
る
部
軒
。

ノ
シ
ロ
ゴ
ウ
苗
代
郷
能
安
部
に
闘
す
る
。
開
州

政
時
代
で
は
、勘
定
・
吉
竹
・
本
江
・
千
木
川
町
・雨
浅
井
・

北
浅
升
・大
領
・
大
領
中
・消
穴
・
不
動
防
・小
寺
・
問
・

上
小
松
の
十
=
一
，
村
を
含
み
、外
に
小
松
町
の
一
部
も

こ
の
郷
内
の
地
で
あ
っ
た
。

ノ
シ
ロ
シ
ョ
ウ

野

代

在

能

尖
郡
に
在
っ
た
。

永
純
一
此
年
四
且
の
文
也
に
、
南
拍
白
江
庄
木
折
村
-

t

同
一
武
村
・
野
代
庄
が
、
今
ま
で
西
郡
裂
の
知
行
分
で

あ
っ
た
の
を
、
子
細
あ
っ
て
一
印
税
紛
の
料
開
山
に
し

た
と
見
え
る
。

ノ
シ
ロ
ヤ
ト
ウ
ガ

野
代
谷
桃
穿

沼
艇
徳
次
郎
。

家
快

h
k

金
禅
小
立
野
に
在
っ
て
磁
宿
を
換
と
し
た
。

諾
す
る
も
の
h

佳
訟
で
あ
る
か
ら
、
寺
町
の
相
怖
か
ら

誕
木
に
小
松
を
植
ゑ
さ
せ
た
と
あ
る
。

ノ
ダ
カ
ン
ザ
Z

モ
ン

野
田
勘
左
衛
門
初
め
て

前
回
利
常
に
仕
へ
て
百
五
十
石
を
領
し
、
成
治
元
年

授
。
子
町
田
相
幽
嗣
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

ノ
ダ
ゲ
ン
ジ
ヨ
ウ

野
田
玄
常

大

型

寺
滞
留
。

部
は
流
徳
、
字
は
子
原
、
巽
山
と
脱
し
、
玄
常
は
そ

の
沼
穏
で
あ
る
。
弱
冠
京
に
入
っ
て
箇
を
由
・
西
探
知

に
邸
中
び
、
叉
経
由
民
を
皆
川
決
闘
に
習
ひ
、
途
に
郷
に

邸
つ
丈
侯
の
侍
箇
と
な
っ
た
。
天
保
四
年
一
一
且
十
六

日
鹿
、
飴
六
十
四
。

刊
新
永
三
年
生
。
初
鋭
を
桃
守
と
い
ひ
、
明
治
の
初
大

坂
に
殺
っ
て
側
諸
を
五
木
路
湖
水
に
四
千
び
、
邸
凶
の

後
小
春
陪
五
代
を
裂
い
だ
。
策
し
こ
の
地
に
於
け
る

諸
国
仮
宗
置
の
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
昭
和
に
入
り
、

八
十
帥
叫
ん
阪
を
以
て
京
都
に
夜
し
た
。

ノ
セ

能

瀬

石

川

部
下
前
回
引
の
内
の
小
手
。

ノ
セ

能

漏

河

北

郡
英
悶
郷
に
関
す
る
認
孫
。

/
セ
ガ
ハ

能
瀬
川

河
北
部
興
禅
・中
山
・御
門

等
の
総
統
を
合
は
せ
、
上
前
で
は
興
律
川
・
矢
田
川
・

純
谷
川
容
と
い
ひ
、
能
訓
刷
を
綬
て
河
北
潟
に
入
る
。

前
叫
一

O
粁
。

ノ
セ
ゲ
ン
チ
ヲ

野
努
玄
竹

滞
の
外
科
耐
闘
で
、

百
五
J
l
石
を
領
し
、
元
徹
七
年
波
し
た
。
子
玄
徳
は

辿
知
を
製
ぎ
、
平
保
四
年
夜
。
後
玄
訟
・玄
竹
削
別
世
間
・

玄
竹
・
求
仙
川
町
甲
相
続
ぐ
。

ノ
ゾ
キ

週

一
九

h

官主。

ノ
ダ
デ
ラ
マ
チ

野
田
寺
町

金
抑
の
町
名
。
元

和
二
年
古
寺
町
等
に
在
っ
た
寺
院
を
泉
野
に
診
し
、

之
を
泉
野
幸
町
と
い
う
た
が
、
元
椴
以
前
か
ら
門
市
野

寺
町
の
う
ち
野
田
筋
な
る
を
野
田
寺
町、

鶴
来
筋
な

る
を
泉
寺
町
と
私
都
し
、
明
治
四
年
四
且
戸
籍
編
成

の
際
こ
の
私
務
を
本
名
と
す
る
こ
と
i
h

な
っ
た
c

J
h
孫子
Y
ヨ
シ
ヤ
マ

野
谷
荘
司
山

石
川
郡
山
，

川
の
上
疏
な
る
楓
鏑
谷
の
東
に
在
っ
て
、
飛
廓
大
野

郡
の
境
に
跨
る
。
高
吉

一
七
九
三
米
。

地
質
石
英
穏

凋
岩
。ノ

ダ
Z
チ
パ
パ

野
田
浩
一
馬
場

金
棒
郊
外
野
即

位
訟
に
道
路
に
添
う
て
迩
来
府
相
婦
が
あ
っ
た
。
元
和

二
年
に
初
る
と
い
ふ
。

ノ
ダ
ヤ
マ

野
田
山

石
川
郡
に
日
間
し
、
金
禄
郊

外
の
山
。
筋
さ
一
七
六
米
。
地
質
第
三
紀
倍
。
昔
は

野
哨
山
と
も
野
明
松
山
と
も
い
う
た
。
し
か
し
、
前

田
利
家
の
也
被
に
、『
我
響
煩
踊
蹴
A

無
之
候
。
間
近

被
存
候
。
相
巣
候
は
ど
長
持
へ
入
、
金
糊
へ
下
し
、

野
間
山
に
援
を
つ
か
せ
可
後
申
候
。
』
と
あ
り
、
叉
年

不
詳
七
且
4
・
三
日
附
別
問
利
長
の
部
に
、『の
だ
山
下

が
り
な
ど
、
寺
ハ
桃
雲
寺
〉
へ
御
取
候
や
う
に
可
申

候
。
』
と
あ
る
か
ら
、
野
閉
山
と
い
ふ
こ
と
も
古
い
。

石
川
部
上
辰
巳
の
内
の
小

ノ
ダ

野
田

江
沼
部
祐
部
に
邸
す
る
部
族
。
笈

mu紀
州
に
、
こ
の
村
領
の
畑
の
由
に
、
お
さ
六
七
尺

で
七
八
尺
四
方
の
平
か
な
石
の
あ
る
の
を
培
の
混
と

い
ひ
、
寺
屋
川
却
の
跡
で
、
今
に
多
〈
古
瓦
を
出
す
と

記
し
て
ゐ
る
。

ノ
宜

野
回

廊
一
主
泌
西
脇
の
内
の
小
手
。

j

h
F

野
田

四
一
主
制
同
志
見
郷
に
関
す
る
部
首
問
。

ノ
宜

野
田

鳳
主
制
御
闘
の
内
の
小
手
。

ノ
ダ

野
田

能
楽
部
徳
的
郷
に
出
す
る
開
印
税
。

ノ
ダ

野
田

石
川
淵
白
樫
庄
に
回
す
る
部
首
問
。

ノ
ダ

野
田

湖
町
制
波
鐙
の
内
の
小
手
。

ノ
ダ

野
田

鳳
至
郡
北
七
海
の
内
の
小
手
。

ノ
ダ
オ
ウ
カ
ン

野
田
往
還

金
稼
か
ら
石
川
端

野
出
山
に
辿
絡
す
る
泊
絡
。
=
一
節
但
に
、
天
和
二
年

の
頃
澗
奥
右
部
制
門
を
石
川
・
河
北
-
胸
部
の
滋
貯
に
命

ぜ
ら
れ
た
時
、
野

m山
の
道
筋
は
凶
組
の
墓
所
へ
容

六
五
回

野
寺

割
引
咋
部
抑
水
大
海
庇
に
あ
る
郎

利
家
以
後
金
揮
の
士
民
多
く
こ
与
に
磁
地
を
選
び
、

保
年
孟
関
金
の
際
に
は
、
高
級
の
者
の
容
前
に
俗
屋

を
股
け
て
呑
都
を
悩
へ
、
香
田
山
に
砕
を
張
っ
て
抗
胞

の
答
指
帽
を
制
し
、
夜
は
切
開
叫
に
訪
問
川
せ
ら
れ
て
一
山

訟
を
欺
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

ノ
ヅ
チ
ジ
ン
ジ
ヤ

野
一般
科
拡
河
北
郡
御
谷
内

に
在
。
、
附
廷
に
毘
沙
門
川
が
統
れ
る
。
式
内
四
百
川
聞

社
記
に
、『
野
駁
跡
枇
。
式
内
一
座
。
小
坂
庄
内
耐
谷

内
村
銀
座
。
祭
前
野
槌
討
。
今
岱
=
邸
代
主
耐

4mz

毘
沙
門
天
。
mm
有
=
奥
税

d

』
と
あ
る
。
制
名
般
に
之

を
野
蚊
跡
枇
に
作
。
、初
制
に
ノ
カ
と
す
る
は
限
で
、

野
槌
は
古
事
犯
の
野
椛
、
日
本
部
紀
の
野
槌
で
、草
野

嫡
の
一
名
で
あ
る
。
倭
波
三
才
刷
出
口
に
は
こ
の
耐
を

a
t
e
av
 

上
谷
明
訓
と
す
る
。
拡
散
の
境
内
に
翁
塚
が
あ
る
が
、

文
手
の
未
知
風
化
し
て
ゐ
る
の
を
、
川
崎
近
『
芭
M
M
翁。

う
ら
や
ま
し
浮
世
の
北
の
山
ざ
〈
ら
。
貸
出
回
壬
午
仲

春
下
読
。
金
府
牢
化
坊
。
』
と
判
説
ぜ
ら
れ
た
。
字
化

坊
は
闘
更
で
あ
る
。

ノ
ヅ
チ
ジ
ン
ジ
ヤ

野
絞
紳
社

河
北
郡
の
式
内

社
。
大
日
本
史
に
は
、
苅
安
に
在
っ
て
野
々
宮
と
抑
制

し
、
草
野
鋭
前

一
名
野
槌
剖
仰
を
祭
る
と
あ
る
。
こ
の

野
三
百
は
式
内
等
山
町
一
位
記
に
も
一
郷
の
惣
祉
な
り
と

但
し
、
今
笠
野
掛
川
枇
と
群
す
る
も
の
に
治
る
。
式
の

一
柳
名
般
に
は
本
捕
に
野
般
副
社
が
ニ
枇
あ
る
か
ら
、

前
谷
内
の
も
の
と
共
に
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
で
あ
ら

.、，。ノ
デ
ラ

世間。
ノ
デ
ラ
ガ
ハ

野
寺
川

割
引
咋
郡
白
建
山
の
内
市

谷
か
ら
続
出
し
、
入
野
慌
で
大
お
川
に
都
合
ふ
。
統

権
五
粁
肱
川。

j
t
F

能
登
能
慢
の
凶
名
は
部
名
よ
0
起
旬
、

簡
古
〈
は
凶
迭
の
管
理
す
る
行
政
協
削
の
名
抑
制
で
あ

. 
¥ 


